
別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B1_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☑有　☐ 無

備　　　　考

記録情報の経常的提供先

☐ 有（　　　　　　　　　　　　　　　）　　☑無

-

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

-

個人情報ファイルの種別

☐ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

☑ 含む　　　　☐ 含まない

個人情報ファイル簿

学童保育ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

学童保育業務のため

児童福祉法第6条の3第2項（放課後児童健全育成事業）

１氏名、２住所、３生年月日・年齢、４性別、５国籍、６続柄、７結婚・
離婚歴、８電話番号、９メールアドレス、１０学業・学歴 、１１職業・
職歴 、１２地位、１３資格、１４会社名、１５事業所名、１６役職、１
７社員番号、１８所得・収入、１９公的扶助、２０口座情報、２１家庭状
況、２２健康状態 、２３加入団体、２４加入区分、２５保険証等の番
号、２６心身障がい、２７学年、２８保育ルーム名、２９保育ルーム住
所、３０保護者氏名、３１支援員等名

学童指導員登録申込書ファイル（保育課）、学童保育入所申込ファイル
（保育課）、学童保育退所申出書ファイル（保育課）、学童保育土曜利用
変更申出書ファイル（保育課）、学童保育早朝利用申請書（一覧表）ファ
イル（保育課）、学童保育口座振替依頼書ファイル（保育課）、学童保育
放課後児童健全育成事業負担金減免申請書ファイル（保育課）、学童保育
児童出席簿ファイル（保育課）、学童保育保護者負担金領収済通知書ファ
イル（保育課）、学童保育保護者負担金督促通知書ファイル（保育課）、
学童保育保護者負担金催告通知書ファイル（保育課）、学童保育口座振替
不能通知書発行一覧表ファイル（保育課）、学童保育学童指導員任用伺
ファイル（保育課）、学童保育料未納額状況表ファイル（保育課）、ス
ポーツ安全保険加入者名簿ファイル（保育課）、学童保育ルーム入所承諾
通知一覧表ファイル（保育課）、保育ルーム入所児童名簿（第2種社会福
祉事業届）ファイル（保育課）、龍ケ崎市学童保育従事者応援交付金ファ
イル（保育課）、PCR検査龍西保育ルーム児童名簿ファイル（保育課）、
保育ルームニーズ調査ファイル（保育課）、学童保育口座情報確認一覧表
ファイル（保育課）、学童保育ルーム保護者送迎に関する届出ファイル
（保育課）、学童保育ルーム退出時間確認表ファイル（保育課）、城ノ内
小保育ルーム休所対応ファイル（保育課）、保育ルーム災害報告書ファイ
ル（保育課）、消防計画作成（変更）届出書ファイル（保育課）、学童保
育ルーム緊急連絡網ファイル（保育課）、賃金改善内訳（職員別内訳）
ファイル（保育課）、賃金台帳ファイル（保育課）、勤務表ファイル（保
育課）、業務従事者名簿ファイル（保育課）、保育ルーム組織図ファイル
（保育課）、同意書ファイル（保育課）、分納誓約書ファイル（保育
課）、学童保育システムファイル（保育課）、住民基本台帳ファイル（市
民窓口課）

学童保育指導員（申込も含む）、学童保育ルーム入所児童及び保護者

本人、保護者、学童保育システム、業務委託受注者から直接収集



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B2_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含む

個人情報ファイル簿

児童台帳ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

保育施設の利用管理

子ども・子育て支援法施行規則第2条第1項、第2項、子ども・子育て支援
法施行細則第17条

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.国籍・本籍、6.続柄、
7.電話番号、8.職業・職歴、9.所得・収入、10.家庭状況、11.心身障が
い

児童台帳ファイル（保育課）

保育施設利用者

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B3_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含む

個人情報ファイル簿

支給認定申請書兼保育施設利用申込書（2・3号認定用）ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

支給認定事務、保育施設利用調整事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第3条第1項第2号

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.続柄、6.電話番号、7.
心身障がい、8.職業職歴、9.公的扶助、10.家庭状況

支給認定申請書兼保育施設利用申込書（2・3号認定用）ファイル（保育
課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B4_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

子どものための教育・保育給付支給認定証ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

支給認定事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第6条第1項

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.支給認定事由、6.区
分、7.認定期間等

子どものための教育・保育給付支給認定証ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B5_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

家庭状況調査票ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

支給認定事務、保育施設利用調整事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第3条第2項、第
12条第2項第2号

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.続柄、6.結婚離婚歴、
7.傷病歴、8.心身障がい、9.職業職歴、10.公的扶助、11.家庭状況

家庭状況調査票ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
無

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B6_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

児童状況調査票ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

支給認定事務、保育施設利用調整事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第3条第2項、第
12条第2項第1号

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.続柄、6.健康状態、7.
傷病歴、8.心身障がい、9.家庭状況、10.利用希望状況

児童状況調査票ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先

－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B7_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

就労（内定）証明書ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

支給認定事務、保育施設利用調整事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第3条第2項、第
12条第2項第2号

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.続柄、5.職業・職歴、6.所得・
収入、7.就労状況

就労（内定）証明書ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B8_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

保育施設等利用決定通知書ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

利用者負担金の賦課・徴収管理

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第14条第1項

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.利用決定施設の名称及び所在
地、5.利用開始日

保育施設等利用決定通知書ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B9_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

□ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

利用者負担額決定通知書ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

保育施設利用調整事務

龍ケ崎市子どものための教育・保育給付認定等事務要綱第6条第1項、龍
ケ崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関
する条例第7条

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.利用者負担額、5.利用施設

利用者負担額決定通知書ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

☑ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）



別記様式第３号（第３条関係）

ファイル簿番号 保育B10_K

個人情報ファイルの名称
（業務の名称）

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供される
事務をつかさどる組織の名称

個人情報ファイルの利用目的

個人情報取扱事務の根拠

記録項目

利用する個人情報ファイル簿（単
票）と所管課

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報が含まれるときは，
その旨

記録情報の提供根拠

訂正及び利用停止に関する他の法令
の規定による特別の手続等

☑ 法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

政令第21条第７項に該当する
ファイル

☐ 有　　☐ 無

備　　　　考

含まない

個人情報ファイル簿

児童福祉システム（利用者負担金徴収簿）ファイル

龍ケ崎市長

福祉部　保育課

利用者負担金の賦課・徴収管理

児童福祉法第56条

1.氏名、2.住所、3.生年月日・年齢、4.性別、5.続柄、6.電話番号、7.
学業・学歴、8.納税・納付状況、9.公的扶助、10.利用者負担額、11.口
座情報

児童福祉システム（利用者負担金徴収簿）ファイル（保育課）

申請者及び世帯員

本人から直接徴収

記録情報の経常的提供先
－

開示請求等を受理する組織の名称及
び所在地

（名称）龍ケ崎市　総合政策部　デジタル都市推進課

（所在地）３０１－８６１１　茨城県龍ケ崎市３７１０番地

個人情報ファイルの種別

□ 法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）
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